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お客様各位 

 
株式会社コーアツ 
技術情報チーム 

 
 

容器弁等の点検要領の改正について 
 

 

容器弁の安全性点検の告示化{平成 25 年 消防庁告示第 19 号「消防用設備等の点検の基準及び消
防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」（以下、点検告

示という。）}に伴い、平成 21年消防予第 132号で定められていた容器弁の安全性に係る点検要領が、
平成 26年 3月 31日付け消防予第 138号（以下、138号通知という。）により改正されました。 

 改正の要点は次のとおりです（詳細は、添付資料を参照下さい）。 

 

１．不活性ガス消火設備等の点検要領（138号通知 別添 1の第 6～第 8、第 28および第 29） 

（１）点検告示で、容器弁等の安全性に係る点検期限（二酸化炭素消火剤を用いるものは 25年、
二酸化炭素消火剤を用いるもの以外は 30年）が規定されたことに伴い、機器点検の「容器
弁の安全性」の項目に示されていた点検実施期間（設置後 15年を経過したものは、20年ま
でに点検を実施）の記載が削除された。 

（２）機器点検の対象に「安全装置（容器弁に設けられたものに限る。）」が追加され、「外形」お

よび「安全性」の点検項目が規定された。 

 

２．不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領（138号通知 別添 2） 

 （１）点検告示で、気密性能点検の抜取り方式が規定されたことに伴い、気密性能点検の点検数が「全

数」から「抜取」に改正された。 

（２）「10 その他」が追加され、点検実施後の部品の劣化状況の確認について規定された。 

 

 

添付資料  
消防予第 138号通知 
※別添 1は、各消火設備の改正内容が同一のため、第 6 不活性ガス消火設備の抜粋を添付 
※別添 2は、改正された頁の抜粋を添付 

 

以 上 



消 防 予 第 1 3 8 号  

平成 2 6 年３月 3 1 日  

 

各都道府県消防防災主管部長 

殿 

東京消防庁・各指定都市消防長 

 

 

消 防 庁 予 防 課 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

消防用設備等の点検要領の一部改正について 

 

消防用設備等の点検については、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点

検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」（昭和 50年消防庁告示第 14号）

により運用いただいているところですが、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設

備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」（平成

25 年消防庁告示第 19号）が公布されたことに伴い、「消防用設備等の点検要領の全

部改正について」（平成 14年６月 11日付け消防予第 172号。以下「点検要領」とい

う。）等の一部を下記のとおり改正しましたので通知します。 

貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災

主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務

組合等を含む。）に対しても周知されますようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226 号）第 37条の規定に基づく助

言として発出するものであることを申し添えます。 

 

 

記 

 

１ 点検要領の改正について 

「第６ 不活性ガス消火設備」、「第７ ハロゲン化物消火設備」、「第８ 粉末

消火設備」、「第 28 パッケージ型消火設備」及び「第 29 パッケージ型自動消火設

備」の内容の一部について、別添１のとおり改める。 

なお、別紙については点検要領の一覧であり、下線のあるものが今回一部改正した

点検要領である。 

 

２ 不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領（平成 21年消防予第 132号 別添３）

を別添２のとおり改める。 
 
 

消防庁予防課設備係 
担  当：鈴木、辰川 
T E L：03-5253-7523  

F A X：03-5253-7533 



別紙 

 

 

消防用設備等の点検要領 

 

第１ 消火器具 

第２ 屋内消火栓設備 

第３ スプリンクラー設備 

第４ 水噴霧消火設備 

第５ 泡消火設備 

第６ 不活性ガス消火設備 

第７ ハロゲン化物消火設備 

第８ 粉末消火設備 

第９ 屋外消火栓設備 

第１０ 動力消防ポンプ設備 

第１１ 自動火災報知設備 

第１１の２ ガス漏れ火災警報設備 

第１２ 漏電火災警報器 

第１３ 消防機関へ通報する火災報知設備 

第１４ 非常警報器具及び設備 

第１５ 避難器具 

第１６ 誘導灯及び誘導標識 

第１７ 消防用水 

第１８ 排煙設備 

第１９ 連結散水設備 

第２０ 連結送水管（共同住宅用連結送水管） 

第２１ 非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備） 

第２２ 無線通信補助設備 

第２３ 非常電源（非常電源専用受電設備） 

第２４ 非常電源（自家発電設備） 

第２５ 非常電源（蓄電池設備） 

第２５の２ 非常電源（燃料電池設備） 

第２６ 配線 

第２７ 総合操作盤 

第２８ パッケージ型消火設備 

第２９ パッケージ型自動消火設備 

第３０ 共同住宅用スプリンクラー設備 

第３１ 共同住宅用自動火災報知設備 

第３２ 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 

第３３ 特定小規模施設用自動火災報知設備 

第３４ 加圧防排煙設備 

第３５ 複合型居住施設用自動火災報知設備 



第 6 不活性ガス消火設備 

1 一般的留意事項 

 (1) 閉止弁が取り付けられているものにあっては、点検作業の実施前に「閉」とし、点検終了後に「開」とすること。 

 (2) 点検時の誤放出事故防止のため、強い衝撃等を与えないこと。 

 (3) 点検時、機器を取り外すものにあっては、点検終了後接続部の緩み、脱落及び封印等の再確認を行うこと。 

 (4) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあっては、点検作業実施前に制御回路の電源を「断」にし、起動ガス導入部の操作導管を取り外した後、 

電気式容器弁開放装置を取り外すこと。 

2 機器点検 

点  検  項  目 点  検  方  法 判  定  方  法（留意事項は※で示す。） 

消火剤貯

蔵容器等 

消火剤貯

蔵容器 

周囲の状況 目視および棒状温度計（JIS 規格品）により確認

する。 

ア 防護区画以外で防護区画を通らないで出入りできる場所であること。 

イ 湿度が著しく高くなく、周囲温度は 40℃以下（低圧式を除く。）であること。 

ウ 直射日光、雨水等の影響を受けるおそれがないこと。 

エ 設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害物がなく、整理、

整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペースが確保されていること。 

外 形 目視により確認する。 ア 貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等が

ないこと。 

イ 容器本体は、取付枠又は架台に容器押さえ等により確実に固定されていること。 

ウ 容器は規定の本数が設置されており、容器の番号は維持台帳の番号と一致している

こと。 

表 示 及 び 

標 識 

目視により確認する。 ア 貯蔵容器の設置場所には、「二酸化炭素貯蔵容器置場」等の表示が適正にされてお

り、損傷、脱落、汚損等がないこと。 

イ 高圧ガス保安法により高圧ガス貯蔵所（高圧ガス 300m3=液化ガス 3,000kg）又は高

圧ガス製造所（低圧式のもの）に該当するものにあっては、同法令に定められた標識

等が適正に設けられていること。 

高圧式 

(常温で貯

蔵するも

の に 限

る。） 

消 火 剤 量 次の方法により確認する。 

(1) 秤を用いて行う方法 

 ① 容器弁に装着されている容器弁開放装置、

連結管、操作管及び容器押さえを取り外して

計量する。 

 ② 消火剤量は測定値から、容器弁（サイフォ

ン管を含む。）及び容器の質量を差し引いた

値とする。 

(2) 液面計（液化ガスレベルメータ）を用いて行

う方法 

 ① 液面計の電源スイッチを入れ、電圧値のチ

ェックを行う。 

 ② 容器は通常の状態のままで、液面計のプロ

ーブと放射線源間に容器をはさみ込むよう

にして挿入する。 

消火剤量の測定結果を設計図書と照合し、その差が充てん量の10%以内であること。 

※(ｱ) 測定が秤による場合 

    秤は校正されたものを使用すること。 

 (ｲ) 測定が液面計による場合 

   a 放射線源（コバルト 60）は、取り外さないこと。万一、紛失した場合は取扱店

等に連絡すること。 

   b コバルト 60 の有効使用期間は約 3 年であり、経過しているものにあっては取

扱店等に連絡すること。 

 (ｳ) 測定が容器内圧力による場合 

   a 圧力計の指針の読みとりの際は、視差に留意し、正しい方向から測定すること。 

   b 検圧治具を用いて測定した場合は、圧力計の取り付け、取り外しの際、漏洩の

原因とならないよう留意すること。 

別添１ 

 



  容

器

弁 

外 形 目視により確認する。 ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 

イ 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣若しくは消防庁長官が

登録する登録認定機関の認定合格証が貼付されていること。 

 
 

 
 

第 6－2 図 容器弁の例 
安 全 性 「消防用設備等の点検要領の一部改正について

（平成 26年３月 31日付け消防予第 138号）」別

添２「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検

要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目

を確認する。 

① 外観点検 

② 構造、形状、寸法点検 

③ 耐圧性能点検 

④ 気密性能点検 

⑤ 表示点検 

「消防用設備等の点検要領の一部改正について（平成 26 年３月 31 日付け消防予第

138 号）」別添２「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方

法による。 

 



  安
全
装
置
（
容
器
弁
に
設
け
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。） 

外 形 目視により確認する。 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 

安 全 性 「消防用設備等の点検要領の一部改正について

（平成 26年３月 31日付け消防予第 138号）」別

添２「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検

要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目

を確認する。 

① 外観点検 

② 構造、形状、寸法点検 

③ 耐圧性能点検 

④ 気密性能点検 

⑤ 安全装置等作動点検 

⑥ 表示点検 

「消防用設備等の点検要領の一部改正について（平成 26 年３月 31 日付け消防予第

138 号）」別添２「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方

法による。 



  開

放

装

置 

電気式の

放出弁開

放 装 置 

(1) 放出弁に装着されている放出弁開放装置を

取り外し、破開針又はカッターを目視により

確認する。 

(2) 手動式起動装置等を操作して電気的作動の

状態を確認する。 

(3) 安全ピン又はロックピン等を抜きとり手動

で操作して確認する。 

(4) 端子部分のカバーを外し、ドライバー等に

より確認する。 

(5) 作動後の復元は、通電を遮断又は復旧操作

により確認する。 

ア 破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。 

イ 端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。 

ウ 規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。 

エ 作動及び復元作動は正常であること。 

※ 手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開放装置を取り

外して行うこと。 

ガス圧式

の放出弁

開放装置 

(1) 放出弁に装着されている放出弁開放装置を

取り外し、ピストンロッド及び破開針又はカ

ッターを目視により確認する。 

(2) 手動操作の機能を有するものにあっては、

安全ピン等を抜きとり手動により作動させ、

破開針又はカッター等の作動、スプリング等

による復元状態を確認する。 

(3) ガス圧のみで作動するものにあっては、破

開針部又はカッター等を手で引っぱり確認す

る。 

ア ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。 

イ 作動及び復元作動は正常であること。 

バ ル ブ 類 目視及び手で操作することにより確認する。 ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 

イ 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 

連 結 管 及 び 集 合 管 目視及びスパナ等により確認する。 ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 

イ 接続部の緩み等がなく、確実に接続されていること。 

起動用ガ

ス容器等 

起動用ガ

ス容器 

外 形 目視等により確認する。 ア 変形、損傷、著しい腐食、塗装のはく離等がなく、収納箱及び容器が確実に固

定されていること。 

イ 容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が容易にできること。 

表 示 目視等により確認する。 ア 損傷、脱落、汚損等がないこと。 

イ 収納箱の表面には、当該防護区画名又は防護対象物名及び取扱方法を明記した

説明板が適正に設けられていること。 

ガ ス 量 次の手順により確認する。 
(1) 容器弁に装着している容器弁開放装置、操
作管等を取り外し、容器収納箱から取り出す。 

(2) 適切な秤量及び精度をもつバネ秤又は秤量
計を用いて起動用ガス容器の質量を測定す
る。 

(3) 容器に取り付けの銘板又は刻印質量若しく
は質量票により確認する。 

二酸化炭素の量は、記載質量と計量質量の差が充てん量の 10%以内であること。 

※(ｱ) 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。 

 (ｲ) 二酸化炭素の充てん比は 1.5以上であること。 

 



 

容 器 弁 外 形 目視により確認する。 ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 

イ 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣若しくは消防庁長官が

登録する登録認定機関の認定合格証が貼付されていること。 

安 全 性 「消防用設備等の点検要領の一部改正について

（平成 26年３月 31日付け消防予第 138号）」別

添２「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検

要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目

を確認する。 

① 外観点検 

② 構造、形状、寸法点検 

③ 耐圧性能点検 

④ 気密性能点検 

⑤ 表示点検 

「消防用設備等の点検要領の一部改正について（平成 26 年３月 31 日付け消防予第

138 号）」別添２「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定

方法による。 

安全装置 

（容器弁

に設けら

れたもの

に限る。） 

外  形 目視により確認する。 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 

安 全 性 「消防用設備等の点検要領の一部改正について

（平成 26年３月 31日付け消防予第 138号）」別

添２「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検

要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目

を確認する。 

① 外観点検 

② 構造、形状、寸法点検 

③ 耐圧性能点検 

④ 気密性能点検 

⑤ 安全装置等作動点検 

⑥ 表示点検 

「消防用設備等の点検要領の一部改正について（平成 26 年３月 31 日付け消防予第

138 号）」別添２「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定

方法による。 

容 器 弁 

開放装置 

本 体 (1) 容器弁に装着されている容器弁開放装置を

取り外し、破開針又はカッターを目視により

確認する。 

(2) 手動式起動装置等を操作して電気的作動の

状態を確認する。 

(3) 安全ピン又はロックピンを抜取り手動操作

して作動を確認する。 

(4) 端子部分のカバーを外し、ドライバー等に

より確認する。 

(5) 作動後は、通電の遮断又は復旧操作を行い

復旧の状態を確認する。 

ア 変形、損傷、脱落等がないこと。 

イ ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等がないこと。 

ウ 手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部の著しい錆がないこと。 

エ 容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。 

オ 安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。 



不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領 

 

 

１ 適用範囲 

この要領は、不活性ガス消火設備等の点検要領における容器弁及び安全装置の安全性

に係る機器点検の方法及びその判定の方法について定める。 

 

２ 点検項目 

この要領に規定する容器弁等の安全性に係る点検項目及び点検数は、表１のとおりと

する。 

点検のために抽出する容器弁等の数は、不活性ガス消火設備等の点検基準に規定する

年数内に全数の点検が完了するように、一の防火対象物若しくはその部分に存する不活

性ガス消火設備等の容器弁等の型式ごとに決定し、製造年の古いものから抽出する。 

抽出した容器弁等の合否の判定は、不良数が０のときは合格とする。合否の判定結果

が及ぶ範囲は、抽出された容器弁等のみとする。 

耐圧性能点検、気密性能点検又は安全装置等作動点検において不良を見出した場合は、

抽出した容器弁等全数について不良項目の確認を行う。 

 

表１ 点検項目及び点検数 

 点検項目 点検数 

（１） 外観点検 抽出数の全数 

（２） 構造、形状、寸法点検 抽出数の全数 

（３） 耐圧性能点検 抽出数に応じて表２による 

（４） 気密性能点検 抽出数に応じて表２による 

（５）  安全装置等作動点検 抽出数のうちの２個 

（６） 表示点検 抽出数の全数 

 

表２ 抽出数に応じた耐圧・気密性能点検数 

抽出数 耐圧・気密性能点検数 

２～８ ２ 

９～１５ ３ 

１６～２５ ５ 

２６～５０ ８ 

５１～９０ １３ 

９１～１５０ ２０ 

 

別添２ 



（４）安全弁の作動点検 

ア 点検方法 

（ア） 窒素ガス又は圧縮空気で徐々に加圧し、安全弁の吹出し圧力を測定する。 

（イ） （ア）に続いて圧力を徐々に降下させて安全弁の吹止り圧力を測定する。 

（ウ） 圧力測定用の圧力計は、ブルドン管圧力計（ＪＩＳ Ｂ７５０５ 普通型０．

６級、大きさ１５０㎜）を使用する。 

イ 判定基準 

技術基準第４（安全装置）１－（２）－ハ－（ニ）に定める作動圧力範囲内であ

ること。 

 

９ 表示点検 

（１） 点検方法 

技術基準第６（表示）に定める関係事項のほか、容器弁の型式認定における承認さ

れた図書と照合して、それぞれに定める事項を満足しているか否かを点検する。 

（２） 判定基準 

表示は、製品の外面等の見やすい位置に容易に消えないように鋳出し、刻印又は容 

易に取れない方法で取り付けられた銘板等で所定の事項について誤りのないものであ

ること。 

 

10 その他 

  開放封板、O-リング、ガスケット等については、劣化状況を確認すること。 

 

11 点検結果 

点検結果は、別添様式に記入すること。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年３月３１日から実施する。 

 

 




